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新型コロナウイルスによる自粛要請で自動車走行量が減り、交通事故全体は昨年比で減少

傾向にあるものの、道路が空いたことで都市部などではスピード違反や不注意運転によると

みられる死亡事故が増えています。歩行者や自転車利用者の被害も多く、休校で自宅待機中

の児童・生徒が犠牲になる事故も相次いでいます。 

日本では以前から歩行者など交通弱者の死亡率の高さや、ドライバーの交通弱者軽視が問

題になっていますが、コロナ危機という状況下でさらに被害者を増やすことは断じて許され

ません。コロナの緊急事態宣言によって生じる人命リスクは、国が責任をもって防ぐべきも

のです。交通事故の抑制は、コロナ対応に追われる医療機関の負担を緩和し医療崩壊を防ぐ

うえでも重要視されています。以下の対策を、緊急対策として実施していただくよう、強く

要望いたします。 

 

〔１〕 ドライバーに次のことを強く呼びかけてください。 

① 道路の制限速度を厳守し、慎重な運転をすること。特に歩行者・自転車通行者の安全

を守るため、市街地や住宅街では時速 30 ㎞を超えない低速走行の徹底を、その理由

（クルマが歩行者に衝突した際の歩行者致死率は時速 20～30 ㎞では 0.9 で、時速 30

～40 ㎞ではその３倍に上がる）とともに、強く呼びかけてください。 

② 不要不急のマイカー利用を控えること。 

※イギリスでは、国営医療サービスが市街地での速度規制を 30 ㎞/h 相当に強化するよ

う、声明を出しています。 

 

〔２〕１について、地方自治体および、テレビ・新聞など報道機関にも協力を求め、コロナ

関連に劣らない広報を徹底して行ない、国民への周知徹底を図って下さい。 

 

〔３〕速度違反や不注意運転抑止のため、抜き打ちの取り締まりを強化し、移動式オービス

や既設の防犯カメラも活用して、違法運転の摘発に努めてください。また、これを機に、

今後のスピード違反抑止のためにも役立つ移動式オービスを増やしてください。 

 

〔４〕「この道路はスピード違反が多い」といった地域住民からの情報を受ける窓口（電話番

号やメールアドレス）を設け、寄せられた情報に迅速に対応してください。 

 

〔５〕住宅街などの生活道路では自動車進入禁止区域を設け、家にこもりがちな子どもや高

齢者が外に出て安全に散歩などができる空間を確保してください。 
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